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新型インフルエンザ

対策の基本的方針等
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Ⅰ はじめに

新型インフルエンザ は、毎年流行を繰り返してきたウイルスとは表面の抗原性が（※）

全く異なる新型のウイルス が出現することにより、およそ１０年から４０年の周期（※）

で発生する。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を持っていないため、世界的

な大流行（パンデミック となり、大きな健康被害とこれに伴う社会的・経済的影響）（※）

をもたらすことが危惧される。

２０世紀では、１９１８年に発生したスペインインフルエンザ大流行が最大で、世界

中で約４千万人が死亡したと推定されており、我が国でも約３９万人が死亡している。

また、１９５７年にはアジアインフルエンザ、１９６８年には香港インフルエンザがそ

れぞれ大流行を引き起こしており、医療提供機能の低下を始めとした社会的・経済的混

乱が記録されている。

これらの新型インフルエンザが流行した当時に比較して、現在の衛生環境や医療提供

体制は向上しているため、新型インフルエンザが発生した場合の影響をこれの情報から

推定することは難しいが、近年の人口の増加と高齢化、都市への人口集中や高速大量交

通により、短期間に波及し、かなりの健康被害が出現する可能性が高いと考えられる

近年、東南アジアを中心に高病原性鳥インフルエンザ （Ａ／Ｈ５Ｎ１型）が流行（※）

しており、このウイルスがヒトに感染し、死亡例も報告されている（２００３年１２月

～２００６年１月２５日までに、ヒトの発症者１５２名、うち死亡者８３名 。また、）

高病原性鳥インフルエンザの発生がヨーロッパでも確認されるなど、依然として流行が

拡大・継続しており、ヒトからヒトへ感染する新型インフルエンザの発生の危険性が高

まっている。

このような状況を踏まえ、世界各国において高病原性鳥インフルエンザが変異した新

型インフルエンザの発生に備えた対応をとる必要があり、わが国においても 「ＷＨＯ、

世界インフルエンザ事前対策計画」に準じて「新型インフルエンザ対策行動計画」が策

定された。

青森県では、この「新型インフルエンザ対策行動計画」に基づき、これまで県におい

て策定した「青森県高病原性鳥インフルエンザ対策マニュアル 「青森県重症急性呼吸」、

器症候群（ＳＡＲＳ）対策行動計画」の枠組みを踏まえて、新型インフルエンザが出現
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した場合に、公衆衛生的介入により、感染拡大を防止し、健康被害や社会的・経済的機

能への影響を最小限にとどめることを目的として 「青森県新型インフルエンザ対策行、

動計画」を策定するものである。
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Ⅱ 新型インフルエンザ対策の基本方針

新型インフルエンザ対策の基本姿勢

▲

１．新型インフルエンザの発生の時期や地域、発生した場合の感染力、病原性の強さ、

またそれによる流行規模についての予測は現時点では困難であるが、新型インフルエ

ンザの流行はいずれ必ず発生するとの認識のもとに対応を進める。

２．新型インフルエンザ対策の目的は、流行時における感染拡大を可能な限り防止し、

死亡や重症化等といった健康被害を最小限にとどめるとともに、社会的・経済的機能

の低下等を極力抑制することにある。

３．現在、海外においてヒトへの感染事例が発生している高病原性鳥インフルエンザ対

策及び従来型インフルエンザ対策の充実強化が新型インフルエンザ対策の充実強化に

つながるものであり、これらの対策について、家畜衛生部門と連携を図る。

４．感染症危機管理は、サーベイランス ・モニタリング 、事前準備、危機への対（※ （※） ）

応、そしてそのモニタリングと一連のサイクルを形成するが、なかでも事前対策を最

大限しておくことが重要である。また、新型インフルエンザ発生に対し、迅速かつ的

確に対応するため、国の「新型インフルエンザ対策行動計画」に準じ発生・流行の状

況に応じて６つの段階に分類し、行動計画を定める。

５．県民の安全・安心を確保するため、新型インフルエンザに関する情報を積極的に提

供し、パニックの防止に努める。

６．新型インフルエンザ対策推進にあたっては、県民をはじめ、国、県並びに各関係機

関における連携した取組が重要である。また、県においては関係部局が連携、協力し

て全庁的な体制を整備する。

７．今後、新型インフルエンザに関する新たな情報や関係機関からの意見等を反映させ

て、青森県新型インフルエンザ対策行動計画の内容を点検するとともに、必要に応じ

て改定を行い、体制の整備を図っていくこととする。
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新型インフルエンザ対策の推進体制

▲

新型インフルエンザ対策を推進するにあたっては、各関係機関等における連携した取

組が重要であり、以下のとおりの体制により進める。

１．政府の取組

Ａ）政府

新型インフルエンザ対策のため 「鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会、

議」の枠組みを通じ、政府一体となった取組を推進する。また、各省庁においても

新型インフルエンザが発生した際の具体的な対応について、あらかじめ対応策を検

討し、その流行に応じた対策を総合的に推進する。

Ｂ）厚生労働省

関係部局から構成される対策本部を設置し、新型インフルエンザ対策の具体的な

行動計画を策定するとともに、新型インフルエンザの発生動向の把握、予防・治療

など、その流行状況に応じた対策を総合的に推進する。

また 「サーベイランス 「予防・封じ込め 「医療 「情報提供・共有 「国際対、 」 」 」 」

」 「 」応 の５つの案件に関する専門家から構成される 新型インフルエンザ専門家会議

を組織し、対応の強化を図る。

２．県の取組

新型インフルエンザ対策については 「青森県健康危機管理基本指針」に基づく、

「青森県健康危機管理対策本部 「青森県健康危機管理対策連絡会議」及び「青森」、

県危機管理指針」に基づく「青森県危機対策本部」の枠組みを通して対応する。ま

た、これらの組織を通じて県における新型インフルエンザ対策の具体的な行動計画

、 、を策定するとともに 新型インフルエンザが発生した際の具体的な対応策を検討し

その流行に応じた対策を総合的に推進する。

３．関係機関の協力

パンデミック時における感染拡大を可能な限り阻止し、健康被害を最小限にとど
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めるとともに、社会的・経済的機能の破綻に至らせないようにするため、関係機関

（医療関係者、医療機関、社会福祉施設、公共交通機関、マスメディア、企業等）

の協力を求める。

４．県民の協力等

県民は、新型インフルエンザ等に関する正しい知識を持ち、その予防に注意を払

うよう努める。また、新型インフルエンザ患者等の人権が損なわれることのないよ

うにしなければならない。
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Ⅲ 新型インフルエンザの流行予測と医療需要

ここでは、国外で新型インフルエンザが発生し、わが国、そして本県への流入が避け

られず、大規模な流行が起こるという想定のもとに予測を行い、医療供給体制の確保に

反映させるものとする。

新型インフルエンザの流行予測

▲

１．新型インフルエンザにおける患者数の推計

新型インフルエンザの県内流行時には、流行の規模に応じた医療体制を確保していく

必要があり、その点で、事前に流行規模を予測することは事前対策上の最重要事項の一

つである。

新型インフルエンザウイルスの発生時期、さらに感染力や病原性を予測することは困

難であるが、流行規模については「全人口の２５％が罹患する」という国の想定（ 新「

型インフルエンザ対策報告書（平成１６年８月 ）に準じて、米国等におけるパンデミ）」

ック対策の基礎として採用されている米国疾病管理センター（ＣＤＣ ）モデル（※）

（ＦｌｕＡｉｄ２．０。Ｍａｒｔｉｎ Ｍｅｌｔｚｅｒらによる、２０００年７月）を

用いて試算した。試算の結果、

県人口の２５％が罹患し、発生期間が８週間継続すると想定した場合

【中等度の病原性】

医療機関を受診する患者数 １９８，４７７人

（最小１５５，０２５人～最大２８８，１２５人）

推計値の内訳 外 来 １９２，０４４人

患者数 （最小１５１，８９６人～最大２７９，７３７人）

入 院 ５，１０５人

患者数 （最小２，２１５人～最大６，３６５人）

死亡者 １，３２８人

数 （最小９１４人～最大２，０２３人）

という値を得ることができる。ただし、この試算モデルによる推計値には、公衆衛生的

（ 。 。）介入 抗インフルエンザウイルス薬や新型インフルエンザワクチン等の投与 以下同じ

による影響については考慮されていないことなどに留意する必要がある。

【参考】平成１６年青森県の推計人口年報を使用し、０－１８歳、１９－６４歳、６５
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歳以上の３つの年齢カテゴリーにおける人口を試算の基礎数とした。

２．従来型インフルエンザによる負荷の増大

新型インフルエンザによる流行時が、従来型インフルエンザのシーズンにおよそ合致

、 、 。した場合には 医療 社会的・経済的機能その他への負荷が増大することが想定される

医療需要（流行ピーク時）

▲

新型インフルエンザの県内流行時におけるピーク時の医療需要について、ＣＤＣモデ

ル（ＦｌｕＳｅｒｇｅ１．０。Ｘｉｎｚｈｉ Ｚｈａｎｇら、２００４年３月）を用い

て試算した。試算の結果、

県人口の２５％が罹患し、発生期間が８週間継続すると想定した場合

流行のピークは発生第５週目

最大外来患者数 ３６，４９０人

（流行発生後第５週） （最小２８，８６０人～最大５３，１５０人）

最大外来患者数 ５，２１０人

（流行発生後第５週） （最小４，１２０人～最大７，５９０人）

最大入院患者 １，１６０人

（流行発生後第５週）

最大死亡者数 ２５４人

（流行発生後第６週）

＜流行ピーク時の予測（流行曲線）＞
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という値を得ることができる。

なお、入院患者数は、軽症者など一般病室対応者の入院期間を７日間、重症者など集

中治療室対応者ではそれに１０日間が加わること 死亡の場合は２１日間の入院期間 Ｆ、 （

ｌｕＳｅｒｇｅ１．０マニュアル）と仮定して試算したものである。
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Ⅳ 新型インフルエンザの発生段階

発生段階の基準

▲

発生状況に応じた対応策を実施するため、新型インフルエンザの発生段階を以下の６

つに設定する。

各発生段階は、以下の基準を一応の目安とするが、実際の運用については新型インフ

ルエンザの患者（疑い患者を含む ）の発生状況、病状及び専門家等の意見を踏まえ、。

その都度決定する。

なお、終息に向かっていたものが上昇に転じ、増加傾向が継続する場合は「再発生」

（第二波 、第三波）したものとし、該当する発生段階に戻して対策を講ずる。（※）

未発生期１

海外に限らず、国内でも野鳥、家きん などへの高病原性鳥インフルエンザの発生（※）

が認められ、まれにヒトへの感染事例も認められるが、ヒトからヒトへの感染は明らか

でなく、ウイルスの構造上も新型インフルエンザとは認められない時期

海外発生期２

海外でヒトからヒトへの感染が認められ、新型インフルエンザが発生したことが確認

された時期

国内発生期３

、 、国内で新型インフルエンザの発生が確認されるが 感染拡大は非常に限定されており

県内での発生はない時期

県内発生・小流行期４

県内での発生が確認され、さらに感染拡大が予想される時期
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県内流行期・大規模流行期５

県内で大きな集団発生が見られ、さらに感染が急速に拡大し大流行に至った時期

県内流行終息期６

新型インフルエンザに係る新規外来患者数が激減（※）するなど、県内流行期・大規

模流行期を経て新型インフルエンザの流行が終息した時期

（※）例として、感染症指定医療機関等において、新型インフルエンザに係る新規外来

患者数が、１医療機関あたり週１０人以下になる状況が２週間続いた場合など
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発生段階と危機管理体制

▲

新型インフルエンザの出現・その前後及びパンデミック発生時には、県は「青森県危

機管理指針」や「青森県健康危機管理基本指針」に基づき以下の組織を中心に危機管理

体制をとるようにする必要がある。

また、各発生段階と国の「新型インフルエンザ対策行動計画」における対応フェーズ

は次のようなものとなる。

発生段階 危機管理体制 国の対応フェーズ

青森県健康危機管理対策連絡会議 ●フェーズ１未発生期

（議長：健康福祉部長） ●フェーズ２Ａ・Ｂ

●フェーズ３Ａ・Ｂ

青森県健康危機管理対策本部 ●フェーズ４Ａ海外発生期

（本部長：副知事）

青森県危機対策本部 ●フェーズ４Ｂ国内発生期

（本部長：知事） ●フェーズ５Ａ

●フェーズ５Ｂ県内発生・小流行期

●フェーズ６Ａ

●フェーズ６Ｂ県内流行期

・大規模流行期

●後パンデミック期県内流行終息期

根拠：

１．青森県健康危機管理対策連絡会議・青森県健康危機管理対策本部関係

青森県健康危機管理基本指針（平成１３年１１月）

２．青森県危機対策本部関係

青森県危機管理指針（平成１５年３月）
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なお、ＷＨＯによれば、２００６年（平成１８年）１月３１日現在は、フェーズ３と

されており、わが国の状況はＷＨＯフェーズ３の国内非発生の段階となる。

したがって、本県においては、青森県新型インフルエンザ対策行動計画における「未

発生期」の対応を取っていくこととなる。

＜ＷＨＯ世界インフルエンザ事前対策計画（２００５年５月）におけるパンデミックフェーズとその定義＞

ＷＨＯ フェーズ１

定 ヒトにおいては新たな亜型のインフルエンザウイルスは同定されていない。動物において

義 は、ヒトに感染する恐れのあるインフルエンザウイルスが存在しているが、もしも動物に

見られたとしても、ヒトへの感染リスクは小さいと考えられる。

目 ヒトに感染する可能性がある亜型インフルエンザは存在していないが、将来の国内におけ

標 るインフルエンザパンデミックに対する対策を強化する。

ＷＨＯ フェーズ２

。 、定 ヒトにおいては新たな亜型のインフルエンザウイルスは同定されていない しかしながら

義 動物において循環している亜型インフルエンザウイルスが、ヒトへの発症に対してかなり

のリスクを提起する。

目 動物においてヒトに感染する可能性が高い亜型インフルエンザが存在するため、ヒトへの

標 感染伝播のリスクを減少させる対策を講じる。また、そのような感染伝播が発生した際に

は、迅速に検知し、報告する体制を整備する。

ＷＨＯ フェーズ３

定 新しいヒト感染（複数も可）が見られるが、ヒトーヒト感染による拡大は見られない、あ

義 るいは非常にまれに密接な接触者（例えば家族内）への感染が見られるにとどまる。

目 ヒトに対する感染が発生しているため、新しい亜型のウイルスの迅速な同定と、追加症例

標 の早期検知、報告、対応を確実に実施する。

ＷＨＯ フェーズ４

定 限定されたヒトーヒト感染の小さな集団（クラスター）が見られるが、拡散は非常に限定

義 されており、ウイルスがヒトに対して十分に適合していないことが示唆されている。

目 ワクチン開発を含めた、準備した事前対策を導入する時間を稼ぐため、新型ウイルスを限

標 られた発生地域内に封じ込めを行う。あるいは、拡散を遅らせる。

ＷＨＯ フェーズ５

定 より大きな（一つあるいは複数の）集団（クラスター）が見られるが、ヒトーヒト感染は

義 依然限定的で、ウイルスはヒトへの適合を高めているが、まだ完全に感染伝播力を獲得し

ていない（著しいパンデミックリスクを有していない）と考えられる。

目 可能であるならパンデミックを回避し、パンデミック対応策を実施する時間を稼ぐため、

標 新型ウイルスの封じ込めを行う。あるいは、拡散を遅らせるための努力を最大限行う。
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ＷＨＯ フェーズ６

定 パンデミック期：一般のヒト社会の中で感染が増加し、持続している。

義 小康状態：パンデミック期が終わり、次の大流行（第２波）までの期間。

第２波：次の大流行の時期

目 社会機能を維持させるため、パンデミックの影響（被害）を最小限に抑える。小康状態の

標 間に、次の大流行（第２波）に向けて、これまでの対策の評価、見直し等を行う。

ＷＨＯ 後パンデミック期（リカバリ期）

定 パンデミック間期への回帰

義

目 これまでの実施対策を段階的に縮小させる。

標 また、これまで実施した対策について評価を行い、行動計画の見直しを行うとともに、次

期流行に備えた対策を実施する。

※ 国の「新型インフルエンザ対策行動計画」におけるフェーズの表記について：

表記を簡略化し、国内非発生の場合には 「Ａ 、国内発生の場合には 「Ｂ」とした。、 」 、

（例：ＷＨＯフェーズ２における国内非発生は、フェーズ２Ａ、国内発生はフェーズ２Ｂ ）。




